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60 能代市檜山地域拠点施設条例の一部改正について 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

61 能代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部改正について

可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

62 能代市総合体育館大規模改修工事（建築主体工事）の請
負契約について

可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

63 能代市総合体育館大規模改修工事（機械設備工事）の請
負契約について

可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

64 土地の処分について 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

65 市営万町住宅建替事業建設工事（建築主体工事）の請負
契約の変更について

可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

66 令和６年度能代市一般会計補正予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇

67 令和６年度能代市国民健康保険特別会計補正予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

68 令和６年度能代市水道事業会計補正予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

69 農業委員会委員の任命について 同意 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

70 常盤財産区管理委員の選任について 同意 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

71 監査委員の選任について 同意 〇 〇 〇 〇 〇 〇 議長 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 除斥 〇 〇 〇 〇

陳31 地域防災として、旧仁鮒小学校体育館活用の調査を求め
ることについて

不採択 ● ● ● ● ● ● 議長 ● ● ● ● 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇 ●

陳32
旧仁鮒小学校校舎解体の入札を延期し、文化財としての
価値および観光資源としての価値を再検討することを求
めることについて

不採択 ● ● ● ● ● ● 議長 ● ● ● ● 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇 ●

陳33

貴重な文化遺産である天然秋田杉校舎・旧仁鮒小学校を後世
に残すため、解体を停止し、専門家の調査を受け入れること
を求めることについて

項目１　令和６年予算での校舎解体の予算執行を停止し延
期すること 不採択 ● ● ● ● ● ● 議長 ● ● ● ● 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇 ●

項目２　校舎の安全確保を図るため、解体ではなく、応急
的な保全処置に変更すること 不採択 ● ● ● ● ● ● 議長 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 〇 〇 ●

項目３　令和６年度内に文化財としての価値の有無、改修、
保存、まちづくりの一環としての利活用について再調査す
ること

不採択 ● ● ● ● ● ● 議長 ● ● ● ● 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇 ●

項目４　専門家の調査を受け入れるように能代市に要請す
ること 不採択 ● ● ● ● ● ● 議長 ● ● ● ● 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇 ●

○：賛成　　●：反対　　欠：欠席　　－：退席
※議長は可否が同数の場合以外は採決に加わりません。

６月４日より、議席番号を次のとおり変更しました。鍋谷暁４番➡６番、大髙翔５番➡７番、今野孝嶺６番➡８番、菅原隆文７番➡１８番、藤田拓翔８番
➡９番、阿部誠９番➡４番、渡邊正人10番➡５番、安井和則14番➡19番、安岡明雄15番➡16番、武田正廣16番➡17番、落合範良17番➡14番、針金勝彦
18番➡10番、渡辺優子19番➡15番

除斥・・・議案の審議をするときに公正を期すため、その議案と利害関係のある議員は審議に参加できないという制度です。
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